
岡山市入札契約に係る苦情等処理要綱 

令和５年３月２２日財政局長決裁 

令和５年４月１日適用 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，岡山市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。）の請負契約，物品の製造及び修繕の請

負契約，測量，建設コンサルタント業務等の委託，物品の買入れ，不用品の売払いその

他の入札契約手続並びに岡山市工事検査規程（昭和５３年市訓令甲第２号）第１６条に

規定する工事成績その他の契約の履行に対する成績評定等（以下「入札等手続」とい

う。）に係る苦情等（岡山市特定調達契約に係る苦情の処理手続に関する要綱が適用さ

れる苦情を除く。以下同じ。）の処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 業者 岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号）第４条（同規則第２１条，第２

５条及び第２６条において準用する場合を含む。）の規定により有資格者名簿に登載

されている者又は同条の規定による審査の結果，有資格者名簿への登載がなされなか

った者をいう。 

(2) 苦情等 本市が行った入札等手続に係る業者からの苦情，不服その他の申出（当該

申出をしようとする業者に係るもので，かつ，その原因となった事実の発生を知った

日又は合理的に知り得た日の翌日から起算して６０日以内に行われたものに限る。）

をいう。 

(3) 設計施工一体型工事契約 岡山市建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第２

条第６号に規定する高度技術提案型など提案による設計を含む契約 

（苦情等の申立て） 

第３条 業者は，市長に対して苦情等を申し立てることができる。 

（苦情等の申立ての方法） 

第４条 前条に規定する苦情等の申立ては，原則として，申立人の住所，氏名及び申立理



由を記載した苦情申立書を提出することにより行わなければならない。 

（調査の指示及び実施） 

第５条  市長は，業者から苦情等の申立てがあったときは，岡山市入札契約に関する苦情

等調査会要領第１条に規定する岡山市入札契約に関する苦情等調査会（以下「調査会」

という。）に対し，調査を指示するものとする。ただし，設計施工一体型工事契約の入

札契約手続に係る苦情等の申立ては，調査会の審議を経ることなく，岡山市入札外部審

議委員会設置条例（平成２３年市条例第８号）第１条に規定する岡山市入札外部審議委

員会（以下「委員会」という。）に対し，当該苦情等の申立てに係る調査審議を諮問す

るものとする。 

２  前項の指示を受けた調査会は，速やかに必要な調査を実施するものとする。 

（苦情等の申立ての却下） 

第６条  市長は，申立てのあった苦情等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

当該申立てを却下することができる。 

(1) 第２条第１号に規定する業者以外の者からのもの 

(2) 第２条第２号に規定する苦情等に該当しないもの 

(3) 書面によらないもの 

（調査結果の報告） 

第７条  調査会の会長は，第５条第２項の調査が終わったときは，遅滞なくその結果を市

長に報告しなければならない。 

（苦情等の処理結果の通知） 

第８条  市長は，調査会の会長から前条に定める調査結果の報告を受けたときは，速やか

に当該苦情等を申し立てた業者に対し，処理結果を通知するものとする。 

（不服申立て） 

第９条  前条に定める処理結果の通知を受けた業者で，当該処理結果に不服があるものは，

委員会の調査審議を求めるため，市長に対して不服を申し立てることができる。 

（不服申立ての期間及び方法） 

第１０条  前条に定める不服申立ては，第８条の処理結果の通知を受けた日の翌日から起

算して３０日以内に，原則として，書面を提出してしなければならない。 



（委員会への諮問） 

第１１条  市長は，申立てのあった不服が次の各号のいずれかに該当することを理由に却

下する場合を除き，速やかに委員会へ諮問するものとする。 

(1) 申立期間を経過しているもの 

(2) 苦情等の申立てを行っていない者から不服申立てがあったもの  

(3) 苦情等の申立てを却下された者から不服申立てがあったもの 

（委員会の職務） 

第１２条  委員会は，第５条第１項ただし書き又は前条の諮問があったときは，各委員の

経験と知識に基づき，公平かつ独立した立場から調査審議するものとする。 

２  委員会の委員長は，調査会の会長に対し，当該不服申立てに関する資料の提出並びに

調査経過及び結果に関する説明を求めることができる。 

（苦情等又は不服申立ての調査審議結果の報告及びその効果） 

第１３条 市長は，調査審議結果の報告を受けたときは，速やかに当該苦情等の申立て又

は当該不服申立てについて処理を決定し，業者に対して通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた業者は，この要綱に基づき再度の苦情等及び不服申立てをするこ

とができない。 

（提言） 

第１４条 委員会の委員長は，苦情等又は不服申立ての調査審議結果を踏まえ，市長に対

し，入札契約手続について提言を行うことができる。 

附 則 

この要綱は，平成１３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月２２日財政局長決裁） 

この要綱は，令和５年４月１日から適用する。 

 


